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変更前 変更後 

店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）説明書 

 （省略） 

 

店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）のリスク等重要事項について （省略） 

 

 

１．店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）の仕組みについて 

一 取引の内容～（12）注文の執行方法について（省略） 

 

（13）週初、日次メンテナンス明けのオープン（取引開始）時の約定ルールについて 

①週初の約定ルール 

週初のオープン時に有効となっている指値注文および新規逆指値注文は、週初

オープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわらず、週初

オープン時の価格（オープンレート）で約定します。決済逆指値注文、決済トレール

は、週初オープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわら

ず、週初オープン時にダイレクトカバーを行い、週初オープン時の価格（オープンレ

ート）またはカバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗

せした価格を以って約定します。したがって、指値注文、逆指値注文（新規・決済）

および決済トレールに関わらず当初指定した注文価格と異なる価格で注文が約定

（スリッページが発生）する可能性があります。 

②日次メンテナンス明けの約定ルール 

日次メンテナンス明けのオープン時に有効となっている注文が日次メンテナンス

明けのオープン時点でその約定条件を満たしている場合、指値注文は注文価格で

約定しますが、新規逆指値注文は、売り・買いにかかわらず、日次メンテナンス明

けのオープン時の価格（オープンレート）で約定します。また決済逆指値注文、決

済トレールは、日次メンテナンス明けのオープン時点でその約定条件を満たしてい

る場合、売り・買いにかかわらず、日次メンテナンス明けのオープン時にダイレクト

カバーを行い、日次メンテナンス明けのオープン時の価格（オープンレート）または

カバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格

を以って約定します。 

したがって、逆指値注文（新規・決済）および決済トレールは当初指定した注文価

格と異なる価格で注文が約定（スリッページが発生）する可能性があります。 

（14）約定訂正（省略） 

二 カバー取引（省略） 

三 証拠金 

（１）証拠金のお振込み 

店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）説明書 

（現行通り） 

 

店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）のリスク等重要事項について（現行通

り） 

 

１．店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）の仕組みについて 

一 取引の内容～（12）注文の執行方法について（現行通り） 

 

（13）週初、日次メンテナンス明けのオープン（取引開始）時の約定ルールについて 

①週初の約定ルール 

週初のオープン時に有効となっている指値注文および新規逆指値注文は、週初

オープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわらず、週初

オープン時の価格（オープンレート）で約定します。決済逆指値注文、決済トレール

は、週初オープン時点でその約定条件を満たしている場合、売り・買いにかかわら

ず、週初オープン時の価格（オープンレート）またはカバー取引相手方からの提示

レートに当社のスプレッド調整分を上乗せした価格を以って約定します。したがっ

て、指値注文、逆指値注文（新規・決済）および決済トレールに関わらず当初指定

した注文価格と異なる価格で注文が約定（スリッページが発生）する可能性があり

ます。 

②日次メンテナンス明けの約定ルール 

日次メンテナンス明けのオープン時に有効となっている注文が日次メンテナンス

明けのオープン時点でその約定条件を満たしている場合、指値注文は注文価格で

約定しますが、新規逆指値注文は、売り・買いにかかわらず、日次メンテナンス明

けのオープン時の価格（オープンレート）で約定します。また決済逆指値注文、決

済トレールは、日次メンテナンス明けのオープン時点でその約定条件を満たしてい

る場合、売り・買いにかかわらず、日次メンテナンス明けのオープン時の価格（オ

ープンレート）またはカバー取引相手方からの提示レートに当社のスプレッド調整

分を上乗せした価格を以って約定します。 

したがって、逆指値注文（新規・決済）および決済トレールは当初指定した注文価

格と異なる価格で注文が約定（スリッページが発生）する可能性があります。 

 

（14）約定訂正（現行通り） 

二 カバー取引（現行通り） 

三 証拠金 

（１）証拠金のお振込み 
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変更前 変更後 

お取引を始めるに当たっては、総必要証拠金以上の額を事前に預託していただ

く必要がございます。 

※お客様と当社との金銭授受は、すべて金融機関への振込みとさせていただきま

す。 

※お振込名義は、お客様ご本人と同一名義に限ります。 

※証拠金を、外貨や有価証券等により充当することはできません。 

（２）総必要証拠金 

①個人のお客様の場合 

個人のお客様の場合、総必要証拠金は、取引総代金の４％となります。 

 

 

 

 

②法人のお客様の場合 

法人のお客様の場合、総必要証拠金は、取引総代金に、通貨ペアごとに当社

が定める証拠金率を乗じた金額となります。証拠金率は、原則として毎週土曜日

に、翌週の土曜日より適用される証拠金率を当社ホームページに公表いたしま

す。なお、変更後の証拠金率は、変更後の証拠金率が適用された後に取得するポ

ジションに適用されるだけでなく、変更前から保有しているポジションにも適用され

ます。 

（３）証拠金の追加差入れ（以降省略） 

 

四 ロスカットの取扱い 

（１）ロスカットとは～（２）ロスカットルール（以降省略） 

（３）ロスカットに関する注意点 

①ロスカットは損失の限定を保証するものではなく相場環境によってはお預り資金以

上の損失が発生する場合があります。 

②ロスカットはポジション毎に成行で注文されるため、成立時間や成立値が異なる場

合があります。 

③ご入金いただいたご資金は口座残高への反映をもって取引証拠金として取り扱わ

れるため、銀行等の処理により間に合わずロスカットされる場合があります。 

④法人のお客様の場合、証拠金率は、１週間ごとに変更される可能性があります。

変更後の証拠金率は、変更後の証拠金率が適用された後に取得するポジションに

適用されるだけでなく、変更前から保有しているポジションにも適用されます。その

ため、証拠金率が変更された後、維持率が 100％を下回る場合もありますのでご

注意ください。 

（以降 ２．まで省略） 

お取引を始めるに当たっては、総必要証拠金以上の額を事前に預託していただ

く必要がございます。 

※お客様と当社との金銭授受は、すべて金融機関への振込みとさせていただきま

す。 

※お振込名義は、お客様ご本人と同一名義に限ります。 

※証拠金を、外貨や有価証券等により充当することはできません。 

（２）総必要証拠金 

①個人のお客様の場合 

個人のお客様の場合、総必要証拠金は、取引総代金に、通貨ペアごとに当社が

定める証拠金率を乗じた金額となります。各通貨ペアの証拠金率については、証

拠金率 4%以上に設定いたします。なお、証拠金率に変更があった場合、変更後の

証拠金率は、変更後の証拠金率が適用された後に取得するポジションに適用され

るだけでなく、変更前から保有しているポジションにも適用されます。 

②法人のお客様の場合 

法人のお客様の場合、総必要証拠金は、取引総代金に、一般社団法人金融先

物取引業協会が算出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を基に当社が算出し

た証拠金率を乗じた金額となります。証拠金率は、原則として毎週土曜日に、翌週

の土曜日より適用される証拠金率を当社ホームページに公表いたします。なお、

変更後の証拠金率は、変更後の証拠金率が適用された後に取得するポジション

に適用されるだけでなく、変更前から保有しているポジションにも適用されます。 

（３）証拠金の追加差入れ（以降現行通り） 

 

四 ロスカットの取扱い 

（１）ロスカットとは～（２）ロスカットルール（現行通り） 

（３）ロスカットに関する注意点 

①ロスカットは損失の限定を保証するものではなく相場環境によってはお預り資金以

上の損失が発生する場合があります。 

②ロスカットはポジション毎に成行で注文されるため、成立時間や成立値が異なる場

合があります。 

③ご入金いただいたご資金は口座残高への反映をもって取引証拠金として取り扱わ

れるため、銀行等の処理により間に合わずロスカットされる場合があります。 

④証拠金率は変更される可能性があります。変更後の証拠金率は、変更後の証拠

金率が適用された後に取得するポジションに適用されるだけでなく、変更前から保

有しているポジションにも適用されます。そのため、証拠金率が変更された後、維

持率が 100％を下回る場合もありますのでご注意ください。 

（以降 ２．まで現行通り） 
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変更前 変更後 

 

３．取引に関わるリスク 

マネースクエア FXは、取引総代金の 4％（法人の場合は、取引総代金に、通貨

ペアごとに当社が定める証拠金率を乗じた金額）の資金で取引を行うことができ、

非常に資金効率に優れた金融商品となっております。言い換えると少額の資金で

大きな取引を行うことができるということになります。従いまして、投下資金に対し

て大きな利益を獲得できる反面、時として多額の損失を被る危険性を伴っていま

す。下記にこれまで説明してきました取引に関わるリスクをまとめましたので、内容

を十分にご理解の上、ご自身の取引経験や取引目的、資力と照らし合わせ、自己

の責任のもとに最適なスタイルを選択し、お取引を開始いただきますようお願いい

たします。 

（以降 ５．まで省略） 

 

６．取引要綱 

取引通貨ペア 

16通貨ペア 

米ドル/円、米ドル/カナダドル、 

ユーロ/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド 

豪ドル/円、豪ドル/米ドル、 

豪ドル/ニュージーランドドル、ニュージーランドドル/円、 

ニュージーランドドル/米ドル、カナダドル/円、 

英ポンド/円、英ポンド/米ドル、トルコリラ/円 

南アフリカランド/円、メキシコペソ/円 

証拠金率（レバレッジ） 

個人のお客様は 4％（25倍） 

※法人のお客様の証拠金率は、通貨ペアごとに当社が定

めます。証拠金率は、１週間ごとに変更される可能性があ

ります。 

売買

単位 

南アフリカランド/円、メキシコ

ペソ/円を除く 14通貨ペア 
1,000通貨単位 

南アフリカランド/円、メキシコ

ペソ/円 
1万通貨単位 

1回当たりの取引上限金額 200万通貨単位 

取引手数料 無料 

 

７．店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）に関する主要な用語 

（以降 ８．まで省略） 

 

2014年１０月  １日 

2015年  １月３１日改訂 

 

３．取引に関わるリスク 

マネースクエア FXは、実際の取引総代金よりも少額の資金で取引を行うことが

でき、非常に資金効率に優れた金融商品となっております。言い換えると少額の

資金で大きな取引を行うことができるため、投下資金に対して大きな利益を獲得で

きる反面、時として多額の損失を被る危険性を伴っています。下記にこれまで説明

してきました取引に関わるリスクをまとめましたので、内容を十分にご理解の上、ご

自身の取引経験や取引目的、資力と照らし合わせ、自己の責任のもとに最適なス

タイルを選択し、お取引を開始いただきますようお願いいたします。 

（以降 ５．まで現行通り） 

 

 

 

６．取引要綱 

取引通貨ペア 

16通貨ペア 

米ドル/円、米ドル/カナダドル、 

ユーロ/円、ユーロ/米ドル、ユーロ/英ポンド 

豪ドル/円、豪ドル/米ドル、 

豪ドル/ニュージーランドドル、ニュージーランドドル/円、 

ニュージーランドドル/米ドル、カナダドル/円、 

英ポンド/円、英ポンド/米ドル、トルコリラ/円 

南アフリカランド/円、メキシコペソ/円 

証拠金率（レバレッジ） 

個人のお客様は 4％以上（最大 25倍） 

法人のお客様は一般社団法人金融先物取引業協会が算

出した通貨ペアごとの為替リスク想定比率を基に当社が

算出 

売買

単位 

南アフリカランド/円、メキシコ

ペソ/円を除く 14通貨ペア 
1,000通貨単位 

南アフリカランド/円、メキシコ

ペソ/円 
1万通貨単位 

1回当たりの取引上限金額 200万通貨単位 

取引手数料 無料 

 

７．店頭外国為替証拠金取引（マネースクエア FX）に関する主要な用語（以降 ８．まで

現行通り） 

 

2014年１０月 １日 

2015年 １月３１日改訂 
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変更前 変更後 

2015年 ８月 １日改訂 

2016年 ２月 １日改訂 

2016年 ４月１６日改訂 

2017年 ２月１８日改訂 

2017年 ４月 １日改訂 

2017年 ７月 １日改訂 

2018年 １月 １日改訂 

2018年 １月３０日改訂 

2018年 ４月 １日から改訂施行する。 

2018年 ９月２９日から改訂施行する。 

2019年 １月 ８日に改訂し、同月 26日より施行する。 

2019年 ５月２６日から改訂施行する。 

2019年 ６月２９日から改訂施行する。 

2019年 ８月２８日から改訂施行する。 

2019年１１月１６日から改訂施行する。 

2020年 ９月２６日から改訂施行する。 

2021年 ５月 ８日から改訂施行する。 

2021年１１月１９日から改訂施行する。 

2022年 ２月１９日から改訂施行する。 

2022年 ５月１４日から改訂施行する。 

2022年１１月２６日から改訂施行する。 

 

 

2015年 ８月 １日改訂 

2016年 ２月 １日改訂 

2016年 ４月１６日改訂 

2017年 ２月１８日改訂 

2017年 ４月 １日改訂 

2017年 ７月 １日改訂 

2018年 １月 １日改訂 

2018年 １月３０日改訂 

2018年 ４月 １日から改訂施行する。 

2018年 ９月２９日から改訂施行する。 

2019年 １月 ８日に改訂し、同月 26日より施行する。 

2019年 ５月２６日から改訂施行する。 

2019年 ６月２９日から改訂施行する。 

2019年 ８月２８日から改訂施行する。 

2019年１１月１６日から改訂施行する。 

2020年 ９月２６日から改訂施行する。 

2021年 ５月 ８日から改訂施行する。 

2021年１１月１９日から改訂施行する。 

2022年 ２月１９日から改訂施行する。 

2022年 ５月１４日から改訂施行する。 

2022年１１月２６日から改訂施行する。 

2023年 ６月２４日から改訂施行する。 

 

 


